
昭
和
六
十
三
年
五
月
十
三
日
受
領 

答

弁

第

二

四

号 
   

衆
議
院
議
員
岡
崎
万
寿
秀
君
提
出
「
国
際
障
害
者
の
十
年
」
に
相
応
し
い
身
体
障
害
者
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
二
第
二
四
号 

昭
和
六
十
三
年
五
月
十
三
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衆

議

院
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長 
原 
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殿 

内
閣
総
理
大
臣 

竹 

下 
 

登 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
岡
崎
万
寿
秀
君
提
出
「
国
際
障
害
者
の
十
年
」
に
相
応
し
い
身
体
障
害
者
対
策
に
関
す 

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
1
に
つ
い
て 

障
害
者
対
策
に
つ
い
て
は
、
国
際
障
害
者
年
（
一
九
八
一
年
）
を
大
き
な
契
機
と
し
て
、
政
府
と
し
て
は
、
障 

害
者
対
策
に
関
す
る
長
期
計
画
（
昭
和
五
十
七
年
三
月
二
十
三
日
国
際
障
害
者
年
推
進
本
部
決
定
）
に
沿
つ
て
積 

極
的
に
推
進
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
中
央
心
身
障
害
者
対
策
協
議
会
に
お
い
て
も
「
画
期
的
な
進
展 

 

を
遂
げ
、
着
実
な
成
果
を
挙
げ
た
」
と
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

年
金
対
策
を
除
く
障
害
者
対
策
関
係
予
算
に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
施
設
運
営
費
の
国
と
地
方
の
費
用
負
担 

 

割
合
の
変
更
等
に
よ
り
減
少
し
て
い
る
が
、
障
害
者
対
策
と
し
て
は
そ
の
充
実
強
化
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で 

 

あ
る
。 



一
の
2
に
つ
い
て 

二
の
1
の
①
に
つ
い
て 

駅
舎
等
の
公
共
交
通
施
設
に
お
け
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
設
置
、
階
段
の
ス
ロ
ー
プ
化 

 

等
の
身
体
障
害
者
等
の
た
め
の
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
運
輸
省
に
お
い
て
交
通
事
業
者
に
対
し 

 

て
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
特
に
昭
和
五
十
八
年
に
は
「
公
共
交
通
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
お
け
る
身
体
障
害
者
用
施 

 

今
後
と
も
、
障
害
者
対
策
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
二
年
六
月
に
策
定
し
た
「
障
害
者
対
策
に
関
す
る
長
期 

 

計
画
」
後
期
重
点
施
策
（
昭
和
六
十
二
年
六
月
二
十
五
日
障
害
者
対
策
推
進
本
部
決
定
）
に
沿
つ
て
、
教
育
、
福 

 

祉
、
雇
用
等
の
対
策
を
総
合
的
に
推
進
し
、
「
完
全
参
加
と
平
等
」
を
促
進
し
て
ま
い
り
た
い
。 

身
体
障
害
者
福
祉
対
策
予
算
の
減
額
は
、
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
運
営
費
等
の
国
と
地
方
の
費
用
負
担 

 

割
合
の
変
更
、
障
害
基
礎
年
金
制
度
の
創
設
に
伴
う
福
祉
手
当
制
度
の
再
編
等
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
身
体
障 

 

害
者
福
祉
対
策
の
充
実
強
化
に
必
要
な
予
算
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四 

 



二
の
2
の
①
に
つ
い
て 

二
の
1
の
②
に
つ
い
て 

斜
路
式
立
体
横
断
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
交
通
安
全
基
本
計
画
（
昭
和
六
十
一
年
三
月
二
十
八
日
中
央 

 

交
通
安
全
対
策
会
議
決
定
）
に
そ
の
大
綱
を
定
め
、
第
四
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
（
昭 

 

和
六
十
一
年
十
二
月
一
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
整
備
を
行
つ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
引
き
続 

 

き
そ
の
整
備
を
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
。 

設
整
備
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
し
て
整
備
の
指
針
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
引
き
続
き
、 

当
該
指
針
を
踏
ま
え
、
身
体
障
害
者
等
に
と
つ
て
公
共
交
通
施
設
が
よ
り
利
用
し
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
そ 

 

の
整
備
に
つ
い
て
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

内
部
障
害
者
に
対
し
て
運
賃
割
引
制
度
を
適
用
し
た
場
合
に
要
す
る
費
用
の
算
定
は
、
内
部
障
害
者
に
よ
る 

 

交
通
機
関
の
利
用
状
況
等
の
把
握
が
難
し
い
た
め
、
困
難
で
あ
る
。 

五 

 



 

六 
二
の
2
の
②
及
び
③
に
つ
い
て 

現
在
、
身
体
障
害
者
に
対
す
る
鉄
道
・
航
空
運
賃
の
割
引
制
度
は
、
割
引
に
よ
る
減
収
を
一
般
的
に
他
の
利 

 

用
者
の
負
担
に
よ
つ
て
賄
う
こ
と
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
。 

当
該
割
引
制
度
の
対
象
を
現
状
以
上
に
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
る
減
収
分
の
負
担
の
在
り 

 

方
、
身
体
障
害
者
対
策
全
般
と
の
関
係
等
の
問
題
が
あ
り
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

二
の
3
に
つ
い
て 

昭
和
五
十
四
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
身
体
障
害
者
に
対
す
る
有
料
道
路
通
行
料
金
の
優
遇
措
置
は
、
肢
体 

 

不
自
由
者
が
自
ら
自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
に
身
体
的
苦
痛
が
著
し
い
た
め
、
走
行
条
件
の
良
い
有
料
道
路
の 

 

利
用
を
相
当
程
度
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
実
情
に
か
ん
が
み
、
そ
の
社
会
的
自
立
を
阻
む
こ
と
の
な
い
よ
う
特 

 

に
講
じ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
慎
重
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 




